
選挙区問題検討協議会設置要綱

（目的及び設置）

第１条 平成２７年の一般選挙における議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙す

べき議員の数について検討するため、選挙区問題検討協議会（以下、「検討協議会」と

いう。) を設置する。

（検討協議会の位置付け）

第２条 検討協議会は、県議会議長の諮問機関とする。

（検討協議事項）

第３条 検討協議会は、平成２７年の一般選挙における議員の定数、選挙区及び各選挙区

において選挙すべき議員の数に関することを検討協議する。

（組織）

第４条 検討協議会は、委員１１人以内をもって組織する。

２ 各会派への委員の割当は、自由民主党４人、自由民主党新生会２人、民主・連合の会

１人、公明党１人、県政クラブ１人、日本共産党１人、一人会派の中から１人とする。

（会長）

第５条 検討協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

（会議）

第６条 検討協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長

及び副会長がともにいないときは、県議会議長が検討協議会の招集日及び場所を定めて、

会長の互選を行わせる。

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。ただし、互選による会長及び副会長を定めるた

めの会議の議長は、年長の委員をもって充てる。

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

５ 委員に事故等があるときは、その委員の属する会派は代理を出席させることができる。

（答申）

第７条 会長は、検討協議会の検討協議結果を県議会議長に答申する。

（庶務）

第８条 検討協議会の庶務は、議会事務局政務企画室において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営について必要な事項は、会長が

検討協議会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成２３年１２月１６日から施行する。


